
1

資料２

第４回 千葉東沿岸海岸保全基本計画検討会

～海岸保全基本計画変更のあらましについて～

千葉県

令和６年１２月１９日（木）
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防護・環境・利用の調和した海岸の保全に関する基本的な方針を明らかにするとともに、

地域の意向等を反映させるため、海岸保全基本方針を国（主務大臣）が、海岸保全基本

計画を都道府県知事が策定することとし、総合的な海岸の保全を計画的に推進する。

海岸保全基本方針 （海岸法第２条の２） （策定主体：国）

○海岸の保全に関する基本的な方針

・「防護」、「環境整備」、「公衆の適正な利用」

海岸保全基本計画 （海岸法第２条の３） （策定主体：都道府県）

○海岸の保全に関する基本的な事項

○海岸の防護の目標に関する事項 等

１．海岸保全基本計画の概要

（１）海岸保全のための計画制度

○海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項 等

3



千葉県では、「東京湾沿岸（千葉県区間）」 と 「千葉東沿岸」の２つの海岸保全基本

計画を策定している。

○東京湾沿岸（千葉県区間） ○千葉東沿岸

１．海岸保全基本計画の概要

（２）千葉県における海岸保全基本計画

（とりまとめ：港湾課） （とりまとめ：河川整備課）
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（３）現行計画における海岸保全施設等の高さの目安

「高潮・波浪に対する計画天端高」 と 「津波に対する計画天端高」 を比較して高い方を

海岸保全施設の計画天端高としている。

出典：H27.3海岸計画の諸元
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１．海岸保全基本計画の概要



・ 気候変動に伴う平均海面の水位上昇や台風の強大化等による沿岸地域への影響

及び今後の外力の考え方、気候変動を踏まえた整備手法等について検討。

２．気候変動に関する国の動向

（１）「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言
（令和2年7月8日：気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会）

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言【概要】

＜気候変動影響の将来予測＞

＜現在気候と将来気候の比較＞

将来予測

平均
海面水位

• 上昇する

高潮時の
潮位偏差

• 極値は上がる

波浪
• 波高の平均は下がるが

極値は上がる
• 波向きが変わる

海岸侵食 • 砂浜の6割～8割が消失

• 海象や海岸地形等のモニタリングやその将来予測、さらに影響評価、適応といった、海岸保全における気候変動の予測・影響評価・
適応サイクルを確立し、継続的・定期的に対応を見直す仕組み・体制を構築。

• 地域のリスクの将来変化について、防護だけでなく環境や利用の観点も含め、定量的かつわかりやすく地域に情報提供するとともに、
地域住民やまちづくり関係者等とも連携して取り組む体制を構築。

Ⅰ 海岸保全に影響する気候変動の現状と予測 Ⅱ 海岸保全に影響する外力の将来変化予測

Ⅳ 今後５～10年の間に
着手・実施すべき事項

• 潮位偏差や波浪の長期変化量の定量化に向けて、気候変動の影響を考慮
した大規模アンサンブル気候予測データベース（d4PDF）の台風データ及び
爆弾低気圧データを対象にした現在気候と将来気候の比較を実施。

• d4PDFが活用できることを確認。

• 適切なバイアス補正方法を含めた将来変化の定量化
• 日本各地の海岸の将来変化の定量化
• 波浪の長期変化量の定量化

• IPCCのレポートでは「気候システムの温暖化には疑う余地は
ない」とされ、SROCCによれば、2100年までの平均海面水位
の予測上昇範囲は、RCP2.6（2℃上昇に相当）で0.29-0.59m、
RCP8.5 （4℃上昇に相当）で0.61-1.10m。

台風トラックデータ 爆弾低気圧トラックデータ

最低中心気圧
極端事象は将来気候の
最低中心気圧が低下傾向

再現期間100年以上を除いて
現在気候と将来気候は同程度

高潮時の
潮位偏差

極端事象は将来気候の方が
相対的に上昇

再現期間100年以上を除いて
現在気候と将来気候は同程度

• 平均海面水位は徐々に上昇し、その影響は継続して作用し、高潮にも津波にも影響。ハード対策とソフト対策を適切
に組み合わせ、今後整備・更新していく海岸保全施設（堤防、護岸、離岸堤等）については、整備・更新時点における
最新の朔望平均満潮位に、施設の耐用年数の間に将来的に予測される平均海面水位の上昇量を加味する。

• 潮位偏差や波浪は、平均海面水位の予測より不確実性が大きいものの、極値が上がると予測される。最新の研究
成果やd4PDF等による分析を活用し、将来的に予測される潮位偏差や波浪を適切に推算し対策を検討する。

• 海浜地形の予測はさらに不確実性が大きいため、モニタリ
ングを充実するとともに予測モデルの信頼度を高める。

• 沿岸漂砂による長期的な地形変化に対しては、全国的な
気候変動の影響予測を実施する。

• 高波時に問題となる岸沖漂砂による急激な侵食については、
機動的なモニタリングを充実する。

• 30～50年先を見据えた「予測を重視した順応的砂浜管理」
を実施する。防護だけでなく環境・利用上の砂浜の機能も
評価する。

• 総合土砂管理計画の作成及び河川管理者やダム管理者等
とも協力した対策の実施など、流域との連携を強化する。

＜今後の課題＞

＜海岸保全における対策＞
・ 地域の実情や背後地の土地利用や環境にも配慮しつつ、将来の外力変化の予測に

応じた堤防等のかさ上げや面的防護方式による整備の推進
・ 堤防の粘り強い構造や排水対策等の被害軽減策の促進
・ 将来的な外力変化とライフサイクルコストをともに考慮した最適な更新及び戦略的な

維持管理
・ 海象や地形、海岸環境のモニタリングの強化及び海岸保全施設の健全度評価の強化

＜他分野との連携が必要な対策＞
・ 高潮浸水想定区域の指定促進等、リスク情報や

避難判断に資する情報提供の強化
・ 高潮と洪水の同時生起も想定し、堤防等のハード

整備の充実を目指すとともに、水害リスクを考慮した
土地利用やまちづくりと一体となった対策の推進

・ 沿岸地域における水害にも配慮したBCPの作成

潮位偏差の
長期変化量

平均海面水位
の上昇量

波浪の長期変化
等の影響分

■気候変動による外力変化イメージ

海岸線の後退 ＜現在の設計＞＜変化する外力＞

高潮による
潮位偏差

計画波浪に
対する必要高

余裕高

朔望平均満潮位

Ⅲ-1 高潮対策・津波対策 Ⅲ-2 侵食対策

Ⅲ 今後の海岸保全対策

○ 海岸保全を、過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換。
パリ協定の目標と整合するRCP2.6（2℃上昇に相当）を前提に、影響予測を海岸保全の方針や計画に反映し、整備等を推進。
平均海面水位が2100 年に1m程度上昇する悲観的予測（RCP8.5（4℃上昇に相当））も考慮し、これに適応できる海岸保全技術の開発を推進、社会全体で
取り組む体制を構築。

• 気候変動の影響を踏まえれば、将来的に現行と同じ安全度を確保するためには、必要となる防護水準が上がることが想定される。
• 高潮と洪水氾濫の同時生起など新たな形態の大規模災害の発生も懸念される。
• 悲観的シナリオでの海面上昇量では、沿岸地域のみならず、社会構造全体に深刻な影響をもたらす可能性がある。

⇒ 海岸保全を、過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換

令和2年7月8日公表
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２．気候変動に関する国の動向

（２）海岸保全基本方針の変更（令和2年11月20日）
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・ 気候変動の影響による平均海面水位の上昇は既に顕在化しつつあり、今後、

さらなる平均海面水位の上昇や台風の強大化等による沿岸地域への影響が懸念。

・ 気候変動の影響による外力の長期変化量を適切に推算する。

・ 高潮からの防護を対象とする海岸では、既往の最高潮位又は記録や将来予測に

基づき適切に推算した潮位に、記録や将来予測に基づき適切に推算した波浪の

影響を加え、これに対して防護する。

・ 「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言を踏まえ、気候変動の影響による

平均海面水位の上昇や潮位偏差・波高の長期変化を海岸保全基本計画に反映し、

今後の整備等を推進。

・ 海岸保全基本計画の見直しは５年程度（令和７年度末まで）を目処に見直し・公表

出典：R2.11海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針
（農林水産大臣・国土交通大臣）



３．海岸保全基本計画の変更

（１）検討会の目的と構成

・防護・環境・利用の調和のとれた海岸の保全に関する基本的な事項と海岸保全施設

の整備に関する事項を定める海岸保全基本計画について、必要な指導・助言を行う

ことを目的に検討会を設置。

委員・・・学識経験者、漁業・海岸利用者、沿岸市町村長

・検討会を開催するにあたり、必要に応じて、技術的事項を検討するため、技術検討会

を開催。

委員・・・学識経験者、庁内関係課
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３．海岸保全基本計画の変更

（２）検討会の開催状況等
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津波

※許容越波流量の計算等
(例 保安林内に留まる

越波による被害小 等)

高潮・波浪

現計画の高さより高い

背後地の浸水の許容※

→不可
背後地の浸水の許容※

→可

(超過している区間のみ)
新たな設計津波水位を設定

現計画の設計津波水位に設定

水位が現計画高さより超過している区間の背後への
浸水状況を浸水シミュレーションにて確認

現計画の高さより低い

新たな高潮・波浪高を設定※

※シミュレーション結果により
水位が変わらない区間について
は、津波と同様変更しない。

海面上昇(+40cm)を加算

既往最大台風による
シミュレーション

波浪観測による
50年確率波の推算

データを収集・追加し、
再計算を実施

新たな海岸保全施設等の目安高は、地域海岸毎に「設計津波の高さ」及び「高潮・波浪に幅を
持たせた高さ」を算出し、高い方を基本として設定する。

海面上昇(+40cm)を加えた津波シミュレーション

現計画高との比較検討

10

３．海岸保全基本計画の変更

（３）気候変動を考慮した設計水位の設定方針



本検討現行計画

区間
海岸保全施設等

の
目安高の範囲

※6

高潮津波

海岸保全施設等
の

高さの目安

高潮津波

高潮・高波から
防護する
施設高さ

設計津波
水位

高潮・高波から
防護する

施設高さ②

設計津波
水位①

5.0※52.0～3.4※12.55.05.01.2銚子漁港（川口外港地区）①

6.7, 7.9※32.0～5.76.7, 7.9※36.75.0～6.06.7銚子漁港（黒生地区）～酉明浦海岸②

6.42.0～5.76.46.45.06.4外川漁港③

5.52.1～5.25.54.62.04.6名洗港（銚子マリーナ）④

6.1※42.1～4.76.1 (6.6)※46.1

5.0

6.1名洗港（名洗町）⑤

※2－－5.0-
銚子市名洗町付近～飯岡漁港
（屛風ヶ浦）

⑥

6.0, 6.6※32.3～4.66.0, 6.6※36.04.0～4.56.0飯岡漁港～片貝漁港北側⑦

6.02.2～5.16.06.0
4.0

6.0片貝漁港～長生村一松付近⑧

6.0, 7.0※3,42.0～5.06.0, 7.0 (8.2)※3,46.0 ,6.56.0, 6.5 (7.8)長生村一松付近～太東漁港⑨

5.7～8.72.8～8.75.7 (7.4)※45.7
5.0

5.7太東海岸～松部漁港⑩

5.5～9.12.8～9.15.5, 5.7※35.55.5鵜原漁港～勝浦市境界⑪

5.0※5～8.82.8～8.84.9, 5.3, 5.5※35.0～6.05.0～6.04.9鴨川市境界～千倉海岸⑫

5.0※5～8.42.9～8.44.5 (5.1)※45.0～6.65.0～6.64.5千倉漁港～館山市洲崎⑬

単位（T.P.（m））

※1 防波堤を越波した波に対する必要防護高の概略値を表示。港口からの侵入波の影響等を考慮した
「高潮・高波から防護する施設高さ」の設定には、港内波高分布計算等を含めた詳細検討が必要。

※2 海食崖であり、背後地盤高が津波の水位に対して十分高いため、海岸保全施設等の目安高（案）の設定は行わない。
※3 防護ラインにおける設計津波の水位を基に、一部区間で異なる設計津波水位を設定。
※4 一部箇所で設計津波の水位を上回るが、背後地盤高や浸水域の状況（保安林等）を考慮して設計津波水位を設定。
※5 地域海岸①では本検討よりも現行の方が高さの目安（案）が高いため、現行の目安（案）を採用した。地域海岸⑫⑬においても本検討の設計津波水位より

も現行の高さの目安（案）の方が高いため、下限値は現行の目安（案）を採用した。
※6 海岸保全施設等の目安高は、「設計津波水位」と「高潮・高波から防護する施設高さ」のどちらも満足する高さで設定するが、地形や向きが一様でない海岸

においては、代表地点での計算結果をその地域海岸の値として決定すると、ある箇所によっては過大な防護高になることも想定される。このことから、各地
域海岸における目安高については幅を持たせて設定することとした。ただし、個々の海岸にて事業を実施する際は、海岸地形などを考慮し、詳細な検討を
行って決定する。

計画天端高の比較的大きい方
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３．海岸保全基本計画の変更

（４）新たな海岸保全施設等の目安高の範囲

【目安高に範囲を持たせた説明 ※６の解釈】
各地域海岸内で複数地点を抽出し計算を行い、

その中で最大となる値を地域海岸における目安高
とした場合、ある箇所によっては、過大な高さと
なってしまう恐れがあることから、各地域海岸に
おける目安高については、計算根拠に基づいた幅
を持たせて設定することとした。

【「目安高の範囲」の取り扱いに関する説明 ※６の解釈】
各地域海岸において目安高の範囲を設定したが、事業を実施する際は、海岸地形などを考慮し、個々に詳細な検討

を行い海岸保全施設の形式や高さなどを決定する必要がある。


